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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オストミー器具において、
　それらの周縁部またはその周縁部の近傍で相互に接続する第１および第２の壁であって
、前記第１の壁がストーマ受け開口部を有する、第１および第２の壁と、
　前記第１の壁と前記第２の壁との間に規定された排泄物収集空間と、
を有し、前記ストーマ受け開口部の反対側の前記第２の壁の上側部分の全体は透明であり
、これによって前記ストーマ受け開口部を見ることができる観察部分を提供し、前記第２
の壁の下側部分の全体は不透明であり、前記第２の壁の前記上側部分と前記下側部分は、
互いに接続された別個の柔軟なシートであることを特徴とするオストミー器具。
【請求項２】
　前記接続は、前記オストミー器具を横断して横方向に延在することを特徴とする請求項
１に記載のオストミー器具。
【請求項３】
　前記オストミー器具は、その底部に位置する、前記排泄物収集空間を空にすることを可
能とする出口を含むことを特徴とする請求項１または２に記載のオストミー器具。
【請求項４】
　前記オストミー器具は、前記ストーマ受け開口部を見ることができる観察部分として、
前記第２の壁の上側部分に設けられた開口部と該開口部を閉じる透明な追加の壁を含むこ
とを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載のオストミー器具。
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【請求項５】
　前記排泄物収集空間から、前記第２の壁と、前記追加の壁と、を通り、大気に至るまで
、気体流路が設けられていることを特徴とする請求項４に記載のオストミー器具。
【請求項６】
　前記気体流路は、前記第２の壁と、前記追加の壁のそれぞれに開口を含むことを特徴と
する請求項５に記載のオストミー器具。
【請求項７】
　前記追加の壁の前記開口は、フィルタを含み、またはフィルタによって覆われているこ
とを特徴とする請求項６に記載のオストミー器具。
【請求項８】
　オストミー器具において、
　それらの周縁部またはその周縁部の近傍で相互に接続する第１および第２の壁であって
、前記第１の壁がストーマ受け開口部を有する、第１および第２の壁と、
　前記第１の壁と前記第２の壁との間に規定された排泄物収集空間と、
を有し、
　前記オストミー器具は、さらに、１つまたはそれ以上の気体フィルタを支持する気体フ
ィルタアセンブリを有し、前記気体フィルタアセンブリは、シートの端部を折り曲げて形
成された気体フィルタ室を含み、前記気体フィルタアセンブリが、前記第２の壁の一体部
分を形成して前記第２の壁の上側部分と下側部分との間に配置され、接続され、これによ
り、前記ストーマ受け開口部の反対側の前記第２の壁の、前記気体フィルタアセンブリよ
り上側部分の全体は透明であり、これによって前記ストーマ受け開口部を見ることができ
る観察部分を提供し、前記第２の壁の、前記気体フィルタアセンブリおよび前記気体フィ
ルタアセンブリより下側部分の全体は不透明であり、前記第２の壁の前記上側部分と前記
下側部分は、別個の柔軟なシートであり、前記気体フィルタアセンブリが前記第２の壁の
前記観察部分に接続されることを特徴とするオストミー器具。
【請求項９】
　前記気体フィルタアセンブリは、前記第２の壁の前記観察部分に接続されることにより
、前記第２の壁と一体化されることを特徴とする請求項８に記載のオストミー器具。
【請求項１０】
　前記気体フィルタアセンブリは、２つの前記気体フィルタ室を規定し、それぞれの気体
フィルタ室は、少なくとも１つの気体フィルタを含むことを特徴とする請求項８または９
に記載のオストミー器具。
【請求項１１】
　前記２つの気体フィルタ室は、互いに離間されていることを特徴とする請求項１０に記
載のオストミー器具。
【請求項１２】
　前記気体フィルタアセンブリは、単一のシートの材料から製造され、それぞれの気体フ
ィルタ室は前記シートの折り曲げ部によって規定されることを特徴とする請求項８ないし
１１のいずれかに記載のオストミー器具。
【請求項１３】
　それぞれの前記折り曲げ部は、前記気体フィルタアセンブリの中央領域に向かって折り
曲げられることを特徴とする請求項１２に記載のオストミー器具。
【請求項１４】
　それぞれの前記折り曲げ部の離隔端部は、前記シートの他の部分に接続され前記気体フ
ィルタ室を形成することを特徴とする請求項１３に記載のオストミー器具。
【請求項１５】
　前記離隔端部は、所定の位置で熱溶着されることを特徴とする請求項１４に記載のオス
トミー器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、人の排泄物を収集するためのオストミー器具に関する。本発明は、排出可能
なオストミー器具と排出が不可能なオストミー器具に利用できると理解すべきものである
。本発明は、ワンピースオストミー器具およびツーピースオストミー器具の両方に適用可
能なものである。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００２】
　本発明の第１の形態によれば、オストミー器具において、それらの周縁部またはその周
縁部の近傍で相互に接続する第１および第２の壁であって、前記第１の壁がストーマ受け
開口部を有する、第１および第２の壁と、前記第１の壁と前記第２の壁との間に規定され
た排泄物収集空間と、を有し、前記第２の壁は、前記ストーマ受け開口部を見ることがで
きる観察部分を含むオストミー器具が提供される。
【０００３】
　本発明の第一の実施形態のさらなる特徴は、本明細書に添付の特許請求の範囲における
請求項１から請求項１６に記載されている。
【図面の簡単な説明】
【０００４】
　本発明の実施形態を、添付の図面を参照して単なる一例として説明する。
【図１】本発明によるオストミー器具の第１実施形態の背面図である。
【図２】本発明によるオストミー器具の第１の実施形態の正面図である。
【図３】図１の平面Ｄ－Ｄを通る断面図である。
【図４】図１の平面Ｃ－Ｃを通る断面図である。
【図５】本発明によるオストミー器具の第２の実施形態の背面図である。
【図６】本発明によるオストミー器具の第２の実施形態の正面図である。
【図７】図５の平面Ｂ－Ｂを通る断面図である。
【図８】図５の平面Ａ－Ａを通る断面図である。
【図９】本発明の第２実施形態の構成部品の平面図である。
【図１０】図９に示した構成部品の側面図であり、製造の進行段階を示している。
【図１１】図９に示した構成部品の側面図であり、製造の進行段階を示している。
【図１２】図９に示した構成部品の側面図であり、製造の進行段階を示している。
【発明を実施するための形態】
【０００５】
　図１、図２、図３及び図４を、先ず参照すると、これらの図は、符号１０で示される、
本発明によるオストミー器具の第１の実施形態を示している。オストミー器具１０の一般
的な構造は、この技術分野で周知のものと同様であり、その意味で、オストミー器具１０
は、第１の壁１２および第２の壁１４を含み、これらの壁は、それ壁の周縁部またはその
近傍で、例えば、熱溶着または接着剤を用いて相互に接続されている。壁１２，１４は、
以下で特定する部分以外は不透明である。図に示されるオストミー器具は排出可能な器具
であり、それは、その中身を壁１２、１４との間の開口部１１を介して出すことができる
ことを意味している。
【０００６】
　第１の壁１２は、ストーマ受け開口部１６を有しており、一般的には円形であるフラン
ジ１８に接続されており、このフランジ１８は親水コロイド材料によって製造され、それ
によって、器具１０をユーザの開口部の周囲でユーザに接着することができる。第１の壁
１２及び第２の壁１４は、（図４にさらに明確に示されるように）排泄物を集めるための
空間を規定する。
【０００７】
　本発明によるオストミー器具１０は、有利には、その第２の壁１４に観察部分２０を含
み、この観察部分を介してストーマ受け開口１６、ひいては開口部を、ユーザが観察する
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ことができる。ユーザが少なくともストーマ受け開口部１６の重要な部分を観察すること
が可能であるかぎり他の多くの形態をとることができるが、本実施形態では、観察部分２
０は、ほぼ円形である。
【０００８】
　本発明では、観察部分は、一般にストーマ受け開口部１６の反対側の第２の壁１４の上
部の透明部分である。より詳しくは、図１、図３および図４に示されるように、第２の壁
１４は、その上部の領域に、それを介してストーマ受け開口部を見ることができる観察部
２０を規定する開口部２２を含む。開口部２２は、透明な追加の壁２４によって閉じられ
ており、その壁は第２の壁１４の外面に、その周縁部１３またはその周縁部の近傍で、か
つ開口部２２の周りで、直線状の接続領域２５によって、（例えば、さらなる熱溶接又は
接着剤によって）接続されている。
【０００９】
　図１に最もよく示されるように、器具１０は、二つのフィルタ３０を含み、これらのフ
ィルタによって、壁１４と壁２４との間の空間から気体が大気に流出することが可能とな
る。それぞれの気体フィルタ３０は、壁２４の内部に面する面上に配置され、壁２４の開
口部（例えば、スリット）３１に隣接して付着される。図１から分かるように、器具１０
はまた、一対の大気流路開口部３２を含み、これらのそれぞれは、壁１４の上方の領域に
配置され（すなわち、壁２４によって覆われ）て、（壁１２と壁１４との間の）主排泄物
収集空間と、壁１４と壁２４との間の空間との間の大気流路を形成するのに用いられる。
【００１０】
　図５～図８を参照すると、これらの図は、本発明によるオストミー器具１０´の第２の
実施の形態を示している。第１の実施形態と同様の要素は、ダッシュ（´）記号を付した
同じ参照番号が付与されており、これらについては、本実施形態に関連してさらに詳細な
説明はしない。
【００１１】
　本実施形態は、観察部分２０´と気体フィルタ３０´の、配置および構造が第１実施形
態と異なる。観察部分２０´は円形の部分というよりも、本実施形態では、第２の壁１４
´の上側部分１４´ｂである。壁１４´のこのＤ字形状部分１４´ｂは透明であり、それ
によって、ユーザがストーマ受け開口部１６´を見ることが可能となる。壁１４´のその
他の部分は、全体の壁１２のように不透明である。
【００１２】
　オストミー装具１０´では、気体フィルタ３０´は、気体フィルタアセンブリ４０´の
一部として設けられ、このアセンブリは本例では第２の壁１４´の一体部分を形成してい
る。換言すれば、気体フィルタアセンブリ４０　´は、第２の壁１４´の、上側部分１４
´ｂと下側部分１４´ａとの間に接続され、配置される。気体フィルタアセンブリ４０´
は、従って、観察部分２０´に接続されている。
【００１３】
　気体フィルタアセンブリ４０´は、本例では、２つの気体フィルタ室を規定し、それぞ
れのフィルタ室は１つ気体フィルタ３０´を含むものである。しかし、より少ないまたは
より多い気体フィルタ室を設けることができ、また、各チャンバ内の気体フィルタの数が
複数であってもよいことが、理解されるべきである。本実施形態では、以下で明らかにな
るように、気体フィルタ室は、壁２９´の一部によって相互に離間されている。
【００１４】
　図９～図１２を参照すると、これらの図は、気体フィルタアセンブリ４０´を、平面図
（図９）で、また、それによって製造進行段階（図１０～図１２）で示している。図９か
ら分かるように、気体アセンブリ４０´は、（液体および気体に対して不透過性でなけれ
ばならない、器具１０の壁に使用される材料と同一または同様の材料の）材料片またはシ
ートであり、一般に長方形である。それぞれの気体室は、シートの折り曲げられた端部４
１´によって規定される。中央壁部２９の両側には、折り曲げられた端部４１´が折り曲
げられるシートの一部が位置する。このシートの部分は、この例では、通気膜３３´で覆
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部分４１´が中央壁部２９に向かって折り曲げられ、これらは、リニア接続区域２７´で
シートの他の部分に付着される。これにより、図１２に示されるように、体フィルタアセ
ンブリ４０´が、壁部２９によって互いに離間された一対の気体フィルタ室を含むことが
できる。この構成要素は、次いで、第２の壁１４´の上部の透明部分１４´ｂに横方向の
溶着ライン２６で接続し、また、壁１４´の下部の透明部分１４´ａにリニア溶着ライン
２６´で接続する。気体フィルタアセンブリ４０´は、このように、廃棄気体が気体室を
通って（壁１２´と壁１４´の間の）主空間から大気に出ることを可能としつつ、第２の
壁１４´の一体の部分となる。
【００１５】
　なお、上記第２実施形態の特徴のいずれも、本発明の範囲を逸脱することなく、第一実
施形態に組み込むことができ、また、その逆が可能であることが理解されるであろう。
【００１６】
　本明細書および特許請求の範囲において使用されるとき、用語に関して「含む」と「含
んでいる」およびその変形は、特定の特徴、工程、または完全なものが含まれることを意
味する。用語は、他の特徴、工程または構成要素の存在を除外するものと解釈されるべき
ではない。
【００１７】
　上述の説明に開示されている特徴、または以下の特許請求の範囲、または添付の図面は
、それらの特定の形態で、または、開示された機能を実行する手段という観点で、または
適宜、開示された結果を達成するための方法またはプロセスとして、表現されるものであ
り、個別に、またはそのような特徴の任意の組み合わせで、その多様な形態で本発明を実
現するために利用されるものである。

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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